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　注）給料月額の（　　）は、給料減額を行う前の額
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　注）一般行政職の数は、平成２１年４月１日現在の職員数２６０人のうち、下記の者を除いた２４６人を対象としています。
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　注）給与とは、給料と扶養手当、住居手当などの諸手当を合計したものです。
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　注）統計上、教育長を含み、診療所及び下水道職員を除いています。
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定年退職：６０歳に達した日以後の最初
の３月３１日で退職すること

勧奨退職：人事刷新のため退職勧奨に
応諾した職員が退職手当の
割増を受けて退職すること
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　　　該当なし
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子育てについて迷ったり不安になったり・・・誰でもありますよね。

電話や窓口などで受け付けています。どなたでも気軽にご相談ください。
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神埼市子育て支援センター
（千代田町保健センター内）
�４４�４９０８
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������　　４月１１日（日）
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　４月１２日（月）～４月１７日（土）

�������	
�（平成２１年１２月２日現在）

　　男：１２,６９２人

　　女：１４,４３８人

　　計：２７,１３０人
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※投票所など詳細については、４月号に掲載します。
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神埼市選挙管理委員会事務局

（神埼市役所　総務課内）　�３７�０１００
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・平成２年４月１９日までに生まれた方
・平成２２年１月１０日以前から神埼市内に住所があ
る方で、投票当日に神埼市内に住所を有する方
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予防接種法で定められている対象年齢を過ぎると、

有料になります。

今一度「母子健康手帳」を確認しましょう。
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神埼町保健センター �５１�１２３４
千代田町保健センター �４４�２０２１
脊振総合支所 市民福祉課 �５９�２１１１




